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申込方法

参加料

宿泊

２０１９年
　１月　５日（土）　　８：２０～８：４０　 受   付　　　 シーハイルコース下(裏太郎下)
　　　　　　　　　　　　８：５０～           開講式　　　 同　上
　　　　　　　　　　　　９：００～           実技講習　  同　上
　１月　６日（日）　１５：００              閉講式　　　 シーハイルコース下(裏太郎下)

養　成　講　習　会　実　技　Ⅱ（指－Ⅱ・準－Ⅱ）

２０１９年　２月　９日（土）～　２月１１日（月）

長野県　菅平高原スノーリゾート

ホテルニューダボス　TEL：0268-74-2066　FAX：0268-74-2711
〒386-2204長野県上田市菅平高原1223-3790

実　技　Ⅱ

準指導員検定受検者

２０１９年
　２月　９日（土）　　８：３０～８：５５　 受   付　　　 シーハイルコース下(裏太郎下）
　　　　　　　　　　　　９：００　　　　　　開会式　　　　　　　　同上
　２月１０日（日）　１０：００～１１：３０   理論検定    菅平リゾートセンター内
　２月１１日（月）　１５：００              閉講式　　　 シーハイルコース下(裏太郎下)

【窓口のみ】
　　　期間：２０１８年　９月１１日（火）～　９月２９日（土）
　　　様式：教－１０
　　　場所：(一財）東京都スキー連盟　事務局
　　　　　　　〒102-0093　東京都千代田区平河町1-4-15　平河町小池ビル2Ｆ
　　　　　　　TEL：03-3262-2491　　FAX：03-3264-6540
      （休業日：日、月、祝祭日､月曜日が祝祭日の翌日。現金取り扱いは10時～15時。）
３５，０００円（申し込み後の参加料の返却はいたしません）
※別途、指導員受検申込及び受検料が必要です。（１１月頃）

※各自で手配してください。

一般財団法人　東京都スキー連盟

一般財団法人　東京都スキー連盟

実　技　Ⅰ

養　成　講　習　会　　理　論

２０１８年１０月１４日 (日)

なかのゼロホール

同上

理　論

１０月１４日 (日)　　９：４０～１０：１０　 受付
　　　　　　　　　　　１０：２０～             開講式
　　　　　　　　　　　１６：３０                閉講式

養　成　講　習　会　実　技　Ⅰ（指－Ⅰ・準－Ⅰ）

２０１９年　１月　５日（土）～　１月　６日（日）

長野県　菅平高原スノーリゾート

ホテルニューダボス　TEL：0268-74-2066　FAX：0268-74-2711
〒386-2204長野県上田市菅平高原1223-3790

（PC・携帯・オペレーター）

― ―

２０１９年度　スキー指導者養成講習会（準指導員受検者）

申込方法
デジエントリー

× 事務局窓口 〇



その他

　１．準指導員受検者
　　（１）１級所持者のいないクラブについては､クラブ内での指導者層を養成するため､２級程度でも参加を

　　　　認めます｡但し､準指導員受検養成課程修了扱いとはなりません｡

　　（２）受講義務

準指導員受検者は養成講習会の養成課程を修了することが必要です｡

理論・実技を全て修了された方に修了証を交付します。(実技は当年のみ、理論は２年間有効)

　２．内    　 容
　　（１）理　　　論

　　（２）実　　　技 指導者（準）に必要な指導法・実技を行う｡

　　参考テキスト一覧

　　　　・スキー教程　・スキー教程「安全編」　・オフィシャルブック　・資格検定受検者のために

　　　　　書店、デジエントリーにて購入して下さい。

　３．申込時の注意事項
　　（１）前年度の修了報告書を以って準指導員を受検する方は､申込時に修了報告書を提示しなければ、

　　　　その有効性を認めません。

　　（２）整理のため受講票を交付します。（準指導員検定会でも使用）

　　　　下記サイズの写真を受講票に必ず貼って､理論･実技共当日受付時に提出のこと。

　　　　（幅2.5ｃｍ､長さ3ｃｍ､脱帽､バック無地､顔1/3以上）

　　（３）準指導員受検者で単位種目取得している方は、申込書に受検単位（Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ）を記入すること。

　　（４）未成年者の申込みは本人の連絡先と家族の方（連絡が取れる方）を記載する事。

　　（５）準指導員受検者は養成講習会参加料とは別に受検料として１７，０００円が必要です。

【注意事項】
１．参加は､申し込み本人に限ります｡

２．受講票は､受付時に提出してください｡受講票を忘れた者､記載事項､写真などが不備のものは受付け

　　ません。

３．欠席・遅刻・早退の場合には、養成講習会（準）の修了報告書の発行は致しません｡

４．参加者は必ず傷害保険等に加入のこと｡また、保険証等は持参してください。

５．行事中の事故や傷害等についての責任は負いません。

６．理論講習会場には駐車場がありません｡会場内での喫煙および飲食は禁止です。

７．詳細については各会場共、開会式時に説明します｡

指導者（準）に必要な知識・理論について解説を行う｡

受講生は養成講習会理論・実技Ⅰ・実技Ⅱすべてを受講してください。
養成講習会理論を受講出来ない方は、eラーニングで対応致します。
養成講習会実技ⅠまたはⅡ、を受講出来ない方は、受検者レベルアップ講習会で対応致します
（費用別途）。


